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西伯町･会見町合併協議会 第２６回会議 
 

日時：平成１６年５月１７日（月）9:30～12:00 

        場所：会見町役場 ２階会議室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 
 
３ 議事録署名委員の指名 
                                     
４ 協議事項 

（１）平成１５年度合併協議会決算について 

（２）平成１６年度合併協議会補正予算（第１号）について 

（３）平成１６年度当初予算成立後の見直し事項について（その２） 

（４）主要な例規について（その２） 
 
５ 報告事項 

（１）第２ステージ委員会開催状況について 

（２）質問書について 
 
６ 今後の協議会開催日程について 

・第２７回会議  日時：平成１６年６月１６日（水）13:30～16:00  

         場所：西伯町役場 会議室 

７ その他 

８ 副会長あいさつ 

９ 閉会 
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議案 第１号 

 

平成１５年度 西伯町・会見町合併協議会決算報告について 

 

平成１５年度西伯町・会見町合併協議会の決算を別添のとおり調整したので、西伯町・

会見町合併協議会財務規程第８条の規定に基づき認定を求める。 

なお、監査委員による監査の結果は、別紙のとおりであった。 

 

 

 

                平成１６年５月１７日 提出 

 

              西伯町・会見町合併協議会 

会 長  坂 本 昭 文 
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平成 16 年 5 月６日 
 

西伯町・会見町合併協議会 
会 長  坂 本 昭 文  様 

 
 

西伯町・会見町合併協議会 
                                            監査委員 北 尾   奣  

                                                 同   赤 井 繁 美 
          

 
平成 15 年度西伯町・会見町合併協議会歳入歳出決算について 

 
 西伯町・会見町合併協議会財務規程第 8 条に基づき、平成 16 年 5 月 6 日平成

15 年度西伯町・会見町合併協議会歳入歳出決算、証書類及び付属資料について

審査の結果は、別紙のとおりでした。 



監 査 報 告 
 
 
西伯町・会見町合併協議会財務規程第 8 条に基づき、平成 16 年 5 月 6 日平成

15 年度西伯町・会見町合併協議会歳入歳出決算、証書類及び付属資料について

審査の結果、歳入歳出決算は計数に誤りは認められず、証憑書類と合致し、予

算は適正に執行されていることを認めた。 
 
平成 16 年 5 月 6 日 

 
西伯町・会見町合併協議会 

 
監査委員 北 尾    奣  

 
同   赤 井  繁 美 



 - 5 - 

議案 第２号 

 

平成１６年度西伯町・会見町合併協議会補正予算（第１号）の承認について 
 

平成１６年度西伯町・会見町合併協議会の補正予算を西伯町・会見町合併協議会規約第

１７条の規定に基づき、別紙のとおり補正予算の承認を求める。 

 

平成１６年５月１７日 提出  

 

                  西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 
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議案 第３号 

 

平成１６年度当初予算成立後の見直し事項について（その２） 
 

平成１６年度当初予算成立により各町の取り扱い状況が変更されたことに伴う事務事業 

の取り扱い方針の見直しについては、別添のとおりとする。 

 

平成１６年５月１７日 提出 

 

                 西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 

 



2 町の施策の調整方針について（住民福祉部会 健康対策業務）  

現       況 
項目 

西伯町 会見町 課題 調整方針 

3.地域保健      
 ②保健委員 

 
主な役割 
受診表の配布 年 6 回 
 
 
報償費 
変更前 
 4,000 円／人／年、130 円／戸／年 
個人に支給 
 

変更後 
2,000 円／人／年 
個人に支給 

 

主な役割 
健診の取りまとめ 年 1 回 
健診・結果説明会のお世話  年 3 回 
 
報償費  

7,000 円／人・集落／年 
個人に支給 

 

 （担当課） 健康福祉課  福祉保健課 
 （根拠法令） 西伯町保健委員会規約 健康増進推進協議会設置要綱 

保健推進員設置要綱 

役割が違う。 
 
 
 
報償費が違う。 
 

変更前 
西伯町の例による。 
 
 
変更後 
平成 16 年度は各町の例による。 
平成 17 年度からは、保健委員

の役割を明確にし、新町で決定

する。 
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議案 第４号 

 

主要な例規について（その２） 
 

南部町の主要な例規について、以下のとおりとする。 

           

 

 平成１６年５月１７日 提出 

 

 

          西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 

 

公の施設の設置管理に関する条例等について 

（１）施設等の名称等の調整について（隣保館及び体育関係施設を除く。） 

  別添１のとおりとする。 

（２）使用できるもの及び使用料の取り扱いについて 

  別添２のとおりとする。 

 

 

（参考）地方自治法抜粋 

第 10 章 公の施設 

（公の施設） 

第 244 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施

設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第３項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な

理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしては

ならない。 
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（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第 244 条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほ

か、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについ

て、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会におい

て出席議員の３分の２以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき

は、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するも

の（以下本条及び第 244 条の４において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わ

せることができる。 

〔改正前の同項の規定〕 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めると

きは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定

めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲そ

の他必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共

団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成

し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 
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８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る

料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができ

る。 

〔改正前の同項の規定〕 

４ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者（前項〔第３項：事務局注〕の規定に基づ

き公の施設の管理の委託を受けたものをいう。以下本条において同じ。）に当該公の施設の施設

の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該管理受託者の収入として収受させ

ることができる。 

 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該

利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

〔改正前の同項の規定〕 

５ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めると

ころにより、管理受託者が定めるものとする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ当該

利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

 

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期す

るため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地につい

て調査し、又は必要な指示をすることができる。 



 - 11 - 

〔改正前の同項の規定〕 

６ 普通地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理

受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による

管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理 

の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

附則〔平成１５年６月１３日改正附則：事務局注〕 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行の際〔平成１５年９月２日：事務局注〕現に改正前の地方自治法第２４４条の

２第３項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この法律の施行の日から起算

して３年を経過する日（その日前に改正後の地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき当

該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日）までの間は、従前の例による。 
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報告事項 第１号 
 

まちづくり委員会第 2 ステージ委員会開催状況について 
 
 
まちづくり委員会第２ステージ第２回会議の開催状況は、下記のとおりであった。 

  
平成１６年５月１７日   

 
                         西伯町・会見町合併協議会 

会 長 坂 本 昭 文 
 

記 
 
１ 開催日時    ４月２８日（木）午後７時～９時 
２ 開催場所    会見町総合福祉センター会議室 
３ 出席委員数   ２７名（第１：７名、第２：１３名、第３：７名） 
４ 主な決定事項 
 （１）小委員会の編成 
  委員の希望により、３小委員会へ３２名の所属を決定。残る８名も同様とする。 
（２）全体会議の開催時期 
  今後、小委員会責任者(座長)が話し合って決定する。 

各委員会の進行状況は、資料として所属以外の委員へも提供する。 
 （３）小委員会の開催概要  

別添のとおり 
 （４）次回の開催日程 
   第１小委員会 ５月２８日（金）１９：００～２１：００  

会見町総合福祉センター会議室 
   第２小委員会 ５月１０日（月）１９：００～２１：００  

会見町総合福祉センター会議室 
６月 １日（火）１９：００～２１：００  
西伯町役場 2 階庁議室 

   第３小委員会 ５月１９日（水）１９：３０～２１：００  
西伯町役場 2 階庁議室 
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報告事項 第２号 
 

質問書について 
 
平成 16 年４月２６日付けで、まちの未来を語る会代表坪倉嘉昶及び武安恵子より、質問

書の提出があったので報告する。  
 
 
  

平成１６年５月１７日   
 

                         西伯町・会見町合併協議会 
会 長 坂 本 昭 文 

 
１ 質問書の内容  別紙のとおり 
 







 
 

第２６回会議  協議事項   別紙 
 
 
 
 
 

西伯町・会見町合併協議会 
 

平成１６年５月１７日 



 

 

 

平成 15 年度 
 

西伯町・会見町合併協議会歳入歳出決算書 
 
 
 
 

西伯町・会見町合併協議会 



平成15年度西伯町･会見町合併協議会会計歳入歳出決算書

歳　入 （単位　円）

予算現額 調定額 収入済額 収入未済額 予算現額と収入済額の比較

1 負担金 22,722,000 22,722,000 22,722,000 0 0

1 負担金 22,722,000 22,722,000 22,722,000 0 0

2 諸収入 2,000 69 69 0 △ 1,931

1 預金利子 1,000 68 68 0 △ 932

2 雑　入 1,000 1 1 0 △ 999

22,724,000 22,722,069 22,722,069 0 △ 1,931歳入合計

款 項



平成15年度西伯町･会見町合併協議会会計歳入歳出決算書

歳　出 （単位　円）

予算現額 支出済額 不用額 予算現額と支出済額の比較

1 協議会費 22,684,000 21,595,747 1,088,253 1,088,253

1 協議会費 22,684,000 21,595,747 1,088,253 1,088,253

2 予備費 40,000 0 40,000 40,000

1 予備費 40,000 0 40,000 40,000

22,724,000 21,595,747 1,128,253 1,128,253

歳入歳出差引残額 1,126,322円

平成16年5月17日提出　　西伯町・会見町合併協議会長　　坂本　昭文

歳出合計

款 項



平成15年度西伯町･会見町合併協議会会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入 （単位　円）

款 項 目 金額
負担金 24,844,000 △ 2,122,000 0 22,722,000 22,722,000 22,722,000 22,722,000 0

1 負担金 24,844,000 △ 2,122,000 0 22,722,000 22,722,000 22,722,000 22,722,000 0

1 負担金 24,844,000 △ 2,122,000 22,722,000 1
合併協議会
負担金

22,722,000 22,722,000 22,722,000 0

諸収入 1,000 1,000 0 2,000 69 69 69 0

1 預金利子 1,000 0 0 1,000 68 68 68 0

1 預金利子 1,000 1,000 1 預金利子 68 68 68 0

2 雑入 0 1,000 0 1,000 1 1 1 0

1 雑入 0 1,000 1,000 1 雑入 1 1 1 0

24,845,000 △ 2,121,000 0 22,724,000 22,722,069 22,722,069 22,722,069 0

款　項　目
節

予算現額

当初予算額 補正予算額
継続費及び繰越
事業繰越財源充
当額

計
区分

調定額 収入済額 収入未済額 備　考

歳入合計

1

2



平成15年度西伯町･会見町合併協議会会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　出 （単位　円）

款 項 目 金額

協議会費 24,844,000 △ 2,160,000 0 22,684,000 22,684,000 21,595,747 1,088,253

協議会費 24,844,000 △ 2,160,000 0 22,684,000 22,684,000 21,595,747 1,088,253

1 報酬 1,529,000 1,317,600 211,400

8 報償費 274,880 246,440 28,440 旅費へ流用　　 △5,120

9 旅費 274,120 274,120 0 報償費から流用　5,120

11 需用費 2,595,000 2,524,493 70,507

12 役務費 592,000 550,987 41,013

13 委託料 5,722,000 5,290,360 431,640

14
使用料及び
賃借料

597,000 560,205 36,795

19
負担金補助
及び交付金

11,100,000 10,831,542 268,458

予備費 210,000 △ 170,000 0 40,000 40,000 0 40,000

予備費 210,000 △ 170,000 0 40,000 40,000 0 40,000

1 予備費 210,000 △ 170,000 0 40,000 1 予備費 40,000 0 40,000

25,054,000 △ 2,330,000 0 22,724,000 22,724,000 21,595,747 1,128,253

款　項　目

歳出合計

協議会費1

1

1

2

1

24,844,000 △ 2,160,000 0 22,684,000

支払済額 不用額 備　　考
区分

予算現額

当初予算額 補正予算額
予備費支出
及び流用増

計
節



平成１６年度西伯町・会見町合併協議会会計補正予算書（第１号）



　　　平成１６年度西伯町・会見町合併協議会会計補正予算書（第１号）

　　平成１６年度西伯町・会見町合併協議会会計補正予算書（第１号）は、次に定めるところによる。

　　　（歳入歳出予算の補正）

第１条　　既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，０００千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ１１，４０２千円

　　　　　とする。

　　２　　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表　歳入歳出

　　　　予算補正」による。

平成１６年５月１７日　　　決

西伯町・会見町合併協議会会長　　坂　本　昭　文



第１表　歳入歳出予算補正

　　歳入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

13,400 △ 3,125 10,275

１．負担金 13,400 △ 3,125 10,275

1 1,125 1,126

１．繰越金 1 1,125 1,126

13,402 △ 2,000 11,402

　　歳出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

13,163 △ 2,000 11,163

１．協議会費 13,163 △ 2,000 11,163

13,402 △ 2,000 11,402

１．負担金

２．繰越金

１．協議会費

歳出合計

歳入合計



予　算　に　関　す　る　説　明　書



歳入歳出予算事項別明細

１　総括

　　　　歳入 （単位：千円）

　　　歳出 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

１．協議会費 13,163 △ 2,000 11,163 △ 2,000

歳出合計 13,402 △ 2,000 11,402 △ 2,000

1

13,402

△ 3,125 10,275

1,125 1,126

△ 2,000 11,402

補正前の額 補正額 計

１．負担金 13,400

補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

款 補正前の額

款

２．繰越金

歳入合計



１．歳入

（款）１．負担金 （項）１．負担金 （単位：千円）

　　区　　分 　　金　　額

１．負担金 13,400 △ 3,125 10,275
１．合併協議会
負担金

△ 3,125

計 13,400 △ 3,125 10,275

（款）２．繰越金 （項）１．繰越金

　　区　　分 　　金　　額

１．繰越金 1 1,125 1,126
１．前年度繰越
金

1,125

計 1 1,125 1,126

歳入合計 13,402 △ 2,000 11,402

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　明

西伯町・会見町負担金　△3,125

目 補正前の額 補正額 計
節

説　　明

　前年度繰越金　　1,125



２．歳出

（款）1.協議会費 （項）1.協議会費 （単位：千円）

1.協議会費 13,163 △ 2,000 11,163 △ 2,000 11.需用費 △ 2,000 　2.印刷製本費　　　　△2,000

計 13,163 △ 2,000 11,163 △ 2,000

歳出合計 13,402 △ 2,000 11,402 △ 2,000

目
補正前
の額

補正額 計

補正額の財源内訳

国・県
支出金

地方債 その他 一般財源

節

区分 金額
説  明



（別紙１）南部町における公の施設等の名称案

1 西伯町東西町集会所 東西町集会所

2 西伯町林構集会所 林構集会所

3 長田集会所 長田集会所

4 戸構集会所 戸構集会所

5 円山地区集会所 円山集会所

6 荻名地区集会所 荻名集会所

7 池野地区集会所 池野集会所

8 鶴田地区集会所 鶴田集会所

9 ○ 活性化施設 活性化施設 笹畑集会所 笹畑集会所

10
南部町鶴田建設残土処
分場の設置及び管理に
関する条例

○ 鶴田建設残土処分場 鶴田建設残土処分場 南部町鶴田建設残土処分場

11
南部町緑水湖教育文化
施設（研修館）の設置
及び管理に関する条例

○ 西伯町緑水湖教育文化施設 緑水湖教育文化施設 南部町緑水湖教育文化施設 緑水湖教育文化施設

12
南部町旧家保存施設民
俗資料館の設置及び管
理に関する条例

○
西伯町旧家保存施設民俗資
料館

旧家保存施設民俗資料館
南部町旧家保存施設民俗資料
館

13
南部町交流会館の設置
及び管理に関する条例

○ 会見町交流会館 交流会館 南部町交流会館 交流会館

14
南部町国民健康保険健
康管理センターの設置
及び管理に関する条例

○
西伯町国民健康保険健康管
理センター

すこやか
南部町国民健康保険健康管理
センター

すこやか

15 すみれ保育園 すみれ保育園

16 つくし保育園 つくし保育園

17 さくら保育園 さくら保育園

18 ひまわり保育園 ひまわり保育園

南部町立保育所
南部町立保育所の設置
及び管理運営に関する
条例

○

保育所

○

集会所
南部町集会所

○ 会見町集会所

南部町集会所条例

○ （西伯町）集会所

南部町における名称案

西伯町 会見町 現行条例上の名称 呼称（愛称・通称等）
細分がある場合、個別施設等

の名称（愛称・通称等）
条例上の名称 愛称・呼称 個別施設等の名称 個別施設等の愛称

整理№
新町の例規名称

（仮）

施設の所在地 施設の名称
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（別紙１）南部町における公の施設等の名称案
南部町における名称案

西伯町 会見町 現行条例上の名称 呼称（愛称・通称等）
細分がある場合、個別施設等

の名称（愛称・通称等）
条例上の名称 愛称・呼称 個別施設等の名称 個別施設等の愛称

整理№
新町の例規名称

（仮）

施設の所在地 施設の名称

19 清水、橘墓地 清水、橘墓地

20 清水、橘墓地（第２期） 清水、橘墓地（第２期）

21 北方墓地 北方墓地

22 賀祥墓地 賀祥墓地

23 倭墓地 倭墓地

24 ○ 西伯町営西伯墓苑 西伯墓苑

25 ○ 会見町円山墓地 円山墓地

26 ○ 会見町宮前墓地 宮前墓地

27 会見町立宮前児童館 宮前児童館

28 会見町宮前遊園地 宮前遊園地

29 ○ 宮前老人憩の家 むつみ荘 宮前老人憩の家 むつみ荘

30 ○ 西伯町老人憩いの家 ことぶき荘 城山老人憩いの家 ことぶき荘

31 デイサービスセンター 西伯デイサービスセンター

32 老人福祉センター 西伯老人福祉センター

33 健康増進施設 健康増進施設

会見町デイサービスセン
ター

会見デイサービスセンター

会見町在宅介護支援セン
ター

会見在宅介護支援センター

あいみドーム あいみドーム

パターゴルフ場 パターゴルフ場

38 すこやか
南部町国民健康保険管理セン
ター

すこやか

39 南部町在宅介護支援センター

40
南部町介護研修施設の
設置及び管理に関する条
例

○ 西伯町介護研修施設 南部町介護研修施設

41
南部町高齢者自立訓練
センターの設置及び管理
に関する条例

○
西伯町高齢者自立訓練セン
ター

南部町高齢者自立訓練セン
ター

42
南部町老人福祉施設の
設置及び管理に関する
条例

○ 西伯町老人福祉施設 ゆうらく 南部町老人福祉施設 ゆうらく

国民健康保険管理センター
南部町国民健康保険管
理センターの設置及び管
理に関する条例

○

しあわせ
南部町総合福祉センターしあ
わせ

34 ○ 会見町総合福祉センター いこい荘
南部町総合福祉センターいこ
い荘

南部町総合福祉セン
ターの設置及び管理に
関する条例

○ 西伯町総合福祉センター

南部町老人憩の家の設
置及び管理に関する条
例

南部町老人憩いの家

南部町立宮前児童厚生
施設条例

○ 宮前児童厚生施設

○

宮前児童厚生施設 南部町立宮前児童厚生施設

西伯町営墓地

南部町営墓苑
南部町営墓地の設置及
び管理に関する条例
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（別紙１）南部町における公の施設等の名称案
南部町における名称案

西伯町 会見町 現行条例上の名称 呼称（愛称・通称等）
細分がある場合、個別施設等

の名称（愛称・通称等）
条例上の名称 愛称・呼称 個別施設等の名称 個別施設等の愛称

整理№
新町の例規名称

（仮）

施設の所在地 施設の名称

43
南部町交流の館の設置
及び管理に関する条例

○ 西伯町交流の館 交流の館 南部町交流の館 交流の館

44
南部町高齢者生産活動
センターの設置及び管
理に関する条例

○
西伯町高齢者生産活動セン
ター

桜花塾
南部町高齢者生産活動セン
ター

桜花塾

45
南部町地域物産販売施
設の設置及び管理に関
する条例

○ 会見町地域物産販売施設 特産センター野の花 南部町地域物産販売施設 特産センター野の花

46
緑水湖湖面利用施設の
設置及び管理に関する
条例

○ 緑水湖湖面利用施設 緑水湖ボート 南部町緑水湖湖面利用施設 緑水湖ボート

47
南部町バンガローの設
置及び管理に関する条
例

○ 西伯町バンガロー 虹の村バンガロー 南部町バンガロー 虹の村バンガロー

48

南部町ふれあい広場緑
水湖オートキャンプ場
の設置及び管理に関す
る条例

○
西伯町ふれあい広場緑水湖
オートキャンプ場

緑水湖オートキャンプ場
南部町ふれあい広場緑水湖
オートキャンプ場

緑水湖オートキャンプ場

49 ○
西伯町農村環境改善セン
ター

プラザ西伯（条例上は規定
がない）

西伯農村環境改善センター
プラザ西伯（条例上は規定し
ない）

50 ○
会見町農村環境改善セン
ター

農村環境改善センター 農村環境改善センター 会見農村環境改善センター

51 北方農村公園 北方公園

52 阿賀農村公園 阿賀公園

53 福成農村公園 福成公園

54 原農村公園 原公園

55 能竹農村公園 能竹公園

56 若草公園 若草公園

57 高姫公園 高姫公園

58 市山公園 市山公園

59 寺内公園 寺内公園

60 田住公園 田住公園

61 御内谷公園 御内谷公園

62 朝金公園 朝金公園

63 池野公園 池野公園

64 鶴田公園 鶴田公園

65 ○ なし 農村公園 宮前一公園

○ 会見町農村公園

南部町農村環境改善センター

○ 西伯町農村公園

農村公園
南部町農村公園

南部町農村公園の設置
及び管理に関する条例

南部町農村環境改善セ
ンターの設置及び管理
に関する条例
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（別紙１）南部町における公の施設等の名称案
南部町における名称案

西伯町 会見町 現行条例上の名称 呼称（愛称・通称等）
細分がある場合、個別施設等

の名称（愛称・通称等）
条例上の名称 愛称・呼称 個別施設等の名称 個別施設等の愛称

整理№
新町の例規名称

（仮）

施設の所在地 施設の名称

66 笹畑集会所
笹畑集会所（集会所条例で規
定）

67 直販所 笹畑直販所

68 法勝寺集落活性化施設 法勝寺集落活性化施設 法勝寺公会堂

69
南部町自然休養村管理
センター緑水園の設置
及び管理に関する条例

○
西伯町自然休養村管理セン
ター緑水園

緑水園
南部町自然休養村管理セン
ター緑水園

緑水園

70
南部町健康増進施設の
設置及び管理に関する
条例

○ 西伯町健康増進施設 レークサイドアリーナ 南部町健康増進施設 レークサイドアリーナ

71
南部町農林体験実習館
の設置及び管理に関す
る条例

○ 西伯町農林体験実習館 こもれび工房 南部町農林体験実習館 こもれび工房

72 会見町宮前農機具格納庫 宮前農機具格納庫

73 会見町宮前共同作業出荷所 宮前共同作業出荷所

74
南部町農村情報（防災
行政）連絡施設の設置
及び管理に関する条例

○
会見町農村情報（防災行
政）連絡施設

防災無線（受信機）
南部町農村情報（防災行政）
連絡施設

防災無線（受信機）

75
南部町植物無菌培養施
設の設置及び管理に関
する条例

○
会見町植物無菌培養施設培
養施設

培養施設
南部町植物無菌培養施設培養
施設

培養施設

76 ○ 西伯町農産物加工施設 めぐみの里 めぐみの里

77 ○ 会見町地域農産物加工施設 えぷろん えぷろん

78 ○ 西伯町大豆加工所 大豆加工所 法勝寺大豆加工所

79
南部町農産物直売所の
設置及び管理に関する
条例

○ 西伯町農産物直売所 農産物直売所 南部町農産物直売所 緑水湖ふれあい市

80
南部町林業者等休養福
祉施設の設置及び管理
に関する条例

○
西伯町林業者等休養福祉施
設

緑水園別館 南部町林業者等休養福祉施設 緑水園別館

81
南部町森林総合利用促
進施設の設置及び管理
に関する条例

○
西伯町森林総合利用促進施
設

森林公園レストハウス等 南部町森林総合利用促進施設 森林公園レストハウス等

南部町農産物加工施設
の設置及び管理に関す
る条例・規則

南部町農産物加工施設

活性化施設 活性化施設 活性化施設

南部町農林業同和対策
事業に係る共同利用施
設条例

○
農林業同和対策事業に係る
共同利用施設

共同利用施設
南部町農林業同和対策事業に
係る共同利用施設

共同利用施設

南部町活性化施設の設
置及び管理に関する条
例

○ 活性化施設
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（別紙１）南部町における公の施設等の名称案
南部町における名称案

西伯町 会見町 現行条例上の名称 呼称（愛称・通称等）
細分がある場合、個別施設等

の名称（愛称・通称等）
条例上の名称 愛称・呼称 個別施設等の名称 個別施設等の愛称

整理№
新町の例規名称

（仮）

施設の所在地 施設の名称

82 ○ 西伯町浄化槽施設 西伯地域処理区

83
特定地域生活排水処理事業
（池野・鶴田区域の名称）

84
合併処理浄化槽設置整備事
業（その他の区域の名称）

85
福成処理区農業集落排水施
設

福成処理区農業集落排水施設

86
大国処理区農業集落排水施
設（アクディ大国）

大国処理区農業集落排水施設
アクディ大国（条例上は規定
しない）

87
会見地区農業集落排水処理
施設

会見地区農業集落排水処理施
設

88
会見第２地区農業集落排水
処理施設

会見第２地区農業集落排水処
理施設

89
小松谷地区農業集落排水処
理施設

小松谷地区農業集落排水処理
施設

90 西伯 西伯

91
西伯中央（クリンピュア西
伯）

西伯中央
クリンピュア西伯（条例上は
規定しない）

92
南部町営住宅設置及び
管理に関する条例

○ 町営住宅 別表略 南部町営住宅

93
南部町営越敷野住宅の
設置及び管理に関する
条例

○ 越敷野町営住宅 南部町営越敷野住宅

○

南部町農業集落排水処理施
設

南部町浄化槽施設特定地域生活排水処理事業
及び合併処理浄化槽設置整
備事業により整備される合
併処理浄化槽

会見地域処理区

鳥取県西伯特定環境保全公共
下水道

南部町公共下水道設置
条例

○
鳥取県西伯特定環境保全公
共下水道

南部町特定地域生活排
水処理施設等の設置及
び管理に関する条例

南部町農業集落排水処
理施設の設置及び管理
に関する条例

○ 農業集落排水施設

南部町農業集落排水処理施設

○
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（別紙１）南部町における公の施設等の名称案
南部町における名称案

西伯町 会見町 現行条例上の名称 呼称（愛称・通称等）
細分がある場合、個別施設等

の名称（愛称・通称等）
条例上の名称 愛称・呼称 個別施設等の名称 個別施設等の愛称

整理№
新町の例規名称

（仮）

施設の所在地 施設の名称

94
南部町水道事業の設置
等に関する条例

○ 水道事業 水道事業

95 東上簡易水道 東上簡易水道

96 馬佐良簡易水道 馬佐良簡易水道

97 東長田簡易水道 東長田簡易水道

98 上長田簡易水道 上長田簡易水道

99 八金簡易水道 八金簡易水道

100 入蔵簡易水道 入蔵簡易水道

101 与一谷、鍋倉簡易水道 与一谷、鍋倉簡易水道

102 赤谷簡易水道 赤谷簡易水道

103 笹畑・大河内簡易水道 笹畑・大河内簡易水道

104 会見簡易水道 会見簡易水道

105 池野・鶴田簡易水道 池野・鶴田簡易水道

106 西伯町中央公民館 中央公民館 公民館 さいはく公民館

107 天津地区公民館 天津地区公民館

108 大国地区公民館 大国地区公民館

109 法勝寺地区公民館 法勝寺地区公民館

110 上長田地区公民館 上長田地区公民館

111 東長田地区公民館 東長田地区公民館

112 東西町地区公民館 東西町地区公民館

113 ○ 会見町立公民館 あいみ公民館

簡易水道等施設

南部町公民館の設置及
び管理に関する条例

○

南部町立公民館地区館

南部町簡易水道等施設
の設置及び給水に関す
る条例

○ 簡易水道等施設

○ 簡易水道施設
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（別紙１）南部町における公の施設等の名称案
南部町における名称案

西伯町 会見町 現行条例上の名称 呼称（愛称・通称等）
細分がある場合、個別施設等

の名称（愛称・通称等）
条例上の名称 愛称・呼称 個別施設等の名称 個別施設等の愛称

整理№
新町の例規名称

（仮）

施設の所在地 施設の名称

114 西伯町立西伯小学校 南部町立西伯小学校

115
西伯町立西伯小学校大木屋
分校

南部町立西伯小学校大木屋分
校

116
西伯町立西伯小学校大木屋
季節分校

南部町立西伯小学校大木屋季
節分校

117 西伯町立法勝寺中学校 南部町立法勝寺中学校

118 会見町立会見小学校 南部町立会見小学校

119 会見町立会見第二小学校 南部町立会見第二小学校

120 会見町立南部中学校 南部町立南部中学校

121 ○ 西伯町立給食センター 西伯給食センター

122 ○ 会見町立学校給食センター 会見給食センター

123
南部町立図書館の設置
及び管理に関する条例

○ 西伯町立図書館 図書館 南部町立図書館 なんぶ町立図書館

124 ○ 西伯町歴史民俗資料館 南部町歴史民俗資料館

125 ○ 西伯町板祐生記念館 南部町板祐生記念館

126
南部町立青年の家の設
置及び使用料に関する
条例

○ 西伯町立青年の家 西伯青年の家 南部町立青年の家

127

南部町立東西町コミュ
ニティセンターニュー
タウン会館の設置及び
管理に関する条例

○
西伯町立東西町コミュニ
ティーセンター

東西町コミュニティーセン
ター

南部町立東西町コミュニ
ティーセンター

東西町コミュニティーセン
ター

128
南部町立ふるさと交流
センターの設置及び管
理に関する条例

○
西伯町立ふるさと交流セン
ター

ふるさと交流センター
南部町立ふるさと交流セン
ター

ふるさと交流センター

129
南部町立おおくに田園
スクエアの設置及び管
理に関する条例

○
西伯町立おおくに田園スク
エア

おおくに田園スクエア
南部町立おおくに田園スクエ
ア

おおくに田園スクエア

祐生出会いの館 南部町立祐生出会いの館 祐生出会いの館

南部町立給食センター
設置条例

南部町立学校給食センター

南部町立祐生出会いの
館の設置及び管理に関
する条例

祐生出会いの館

南部町立学校設置条例

○

○
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（別紙２）町民等の使用する施設等の取り扱い方針案

町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他

1
西伯町東西町集会
所

2 西伯町林構集会所

3 長田集会所

4 戸構集会所

5 円山地区集会所
徴収しな
い

有料
町民団体
無料

6 荻名地区集会所
徴収しな
い

有料
町民団体
無料

7 池野地区集会所
徴収しな
い

有料
町民団体
無料

8 鶴田地区集会所
徴収しな
い

有料
町民団体
無料

9 活性化施設 笹畑集会所 ○

10
南部町鶴田建設残土処分
場の設置及び管理に関す
る条例

鶴田建設残土処分場 鶴田建設残土処分場 ○

11
南部町緑水湖教育文化施
設（研修館）の設置及び
管理に関する条例

緑水湖教育文化施設
西伯町緑水湖教育文
化施設

○

12
南部町旧家保存施設民俗
資料館の設置及び管理に
関する条例

旧家保存施設民俗資
料館

西伯町旧家保存施設
民俗資料館

○

13
南部町交流会館の設置及
び管理に関する条例

交流会館 会見町交流会館 ○ 可

14 清水、橘墓地

15
清水、橘墓地（第
２期）

16 北方墓地

17 賀祥墓地

18 倭墓地

19 西伯町営西伯墓苑 ○ 世帯主
世帯主で
町長認定

法人等で
町長認定

20 会見町円山墓地 ○ 世帯主
世帯主で
町長認定

その他で
町長認定

21 会見町宮前墓地 ○

宮二区の
世帯主及
びその他
の世帯主
で町長が
認めたも
の

22
会見町立宮前児童
館

23 会見町宮前遊園地

全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

南部町立宮前児童厚生施
設条例

宮前児童厚生施設 宮前児童厚生施設 ○
規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする

その他で町長認定 区分なし・有料 条例のとおり
現行の通りの区分とし、必要に応じ
て認定する。

区分なし・有料 条例のとおり
現行の通りの区分とし、必要に応じ
て認定する。

現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

区分なし・有料・分割化 条例のとおり
現行の通りの区分とし、必要に応じ
て認定する。

現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

区分なし 区分なし・有料 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

区分なし 区分なし・有料 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

区分なし 区分なし・有料 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

区分なし 区分なし・有料 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

全て無料とする

南部町営墓地の設置及び
管理に関する条例

町営墓地

西伯町営墓地 ○

区分なし 区分なし・有料 条例のとおり 全て可とする

不可（町長の特別許
可制）

区分なし・無料 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

入館許可制 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

区分なし 区分なし・有料 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、全て
有料とする。

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

区分なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

全て無料とする

区分なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

○

区分なし 条例のとおり 全て可とする

区分なし 条例のとおり 全て可とする

全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり

規定なし 規定なし 条例のとおり

南部町集会所条例

集会所

（南部町）集会所 ○

会見町集会所

使用の可否 使用料の徴収 使用の可否 使用料の徴収

施設の所在地
使用できるものと使用料

南部町での方針案
条例の規定 運用状況

西伯町 会見町
使用の可否 使用料の徴収

整理
№

新町における施設使用
関係の例規名称（仮）

施設の名称
細分がある場合、
個別施設の名称

呼称（愛称・通称等） 現行条例上の名称
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（別紙２）町民等の使用する施設等の取り扱い方針案

町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他

使用の可否 使用料の徴収 使用の可否 使用料の徴収

施設の所在地
使用できるものと使用料

南部町での方針案
条例の規定 運用状況

西伯町 会見町
使用の可否 使用料の徴収

整理
№

新町における施設使用
関係の例規名称（仮）

施設の名称
細分がある場合、
個別施設の名称

呼称（愛称・通称等） 現行条例上の名称

24 むつみ荘 宮前老人憩の家 ○

25 老人憩いの家 西伯町老人憩いの家 ○ 可

６０歳以
上無料・
他は有料
で減免可

26 隣保館 西伯町隣保館 ○

27 隣保館 会見町宮前隣保館 ○

28
総合福祉センターし
あわせ（会議室）

無料 無料とする

29
総合福祉センターし
あわせ（プール・ト
レーニングルーム）

30
総合福祉センターし
あわせ（風呂）

31

総合福祉センターい
こい荘（あいみドー
ムを除く。デイサー
ビスは別途）（会議
室）

可 無料とする

32

総合福祉センターい
こい荘（あいみドー
ムを除く。デイサー
ビスは別途）（風
呂）

可 -

33 あいみドーム あいみドーム 可

34
南部町介護研修施設の設
置及び管理に関する条例

西伯町介護研修施設 ○

35
南部町高齢者自立訓練セ
ンターの設置及び管理に関
する条例

西伯町高齢者自立訓
練センター

○

36
南部町老人福祉施設の設
置及び管理に関する条例

ゆうらく 西伯町老人福祉施設 ○

37
南部町交流の館の設置及
び管理に関する条例

まごころ市 西伯町交流の館 ○

38
南部町高齢者生産活動セ
ンターの設置及び管理に
関する条例

桜花塾
西伯町高齢者生産活
動センター

○ 可 不可 不可

６０歳以
上無料・
他は有料
で減免可

- - 可 不可 不可

６０歳以上
無料・他は
有料で減
免可

- -

39
南部町地域物産販売施設
の設置及び管理に関する
条例

特産センター野の花
会見町地域物産販売
施設

○ 可
溝口町・
岸本町可

不可 不可 ー

40
緑水湖湖面利用施設の設
置及び管理に関する条例

緑水湖ボート 緑水湖湖面利用施設 ○
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

条例のとおり

規定なし 規定なし 条例のとおり
設置の目的から、３町
の町民のみ可とする。

使用料は徴収しない
が、手数料は別途徴収
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

現行の通り事業目的利用は無料、
その他は有料とし、必要に応じて減
免措置をする。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

全て可とするが、町民が優先利用
できることとする。

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし
指定管理者が町長の承認を得
た額

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

有料とし、必要に応じ
て減免措置をする。

不可（町長の特別許
可制）

条例のとおり
大人２００円、中学
生以下１００円の寄
附を受納

全て可とする
大人２００円、中学生以下及び６０
歳以上１００円とし、必要に応じて
減免措置をする。

不可（町長の特別許
可制）

区分なし・有料・減免可 条例のとおり

全て可とする
大人２００円、中学生以下及び６０
歳以上１００円とし、必要に応じて
減免措置をする。

会見町総合福祉セン
ター

○

不可（町長の特別許
可制）

規定なし

条例のとおり 全て可とする

区分なし

全て可とする
有料とし、必要に応じ
て減免措置をする。

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし・有料・減免可

条例のとおり

条例のとおり

南部町総合福祉センター
の設置及び管理に関する
条例

西伯町総合福祉セン
ター

条例のとおり

○

全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

南部町隣保館の設置及び
管理に関する条例

規定なし 規定なし 条例のとおり

全て可とする 全て無料とする

全て可とする 全て無料とする

南部町老人憩の家の設置
及び管理に関する条例

区分なし 無料 条例のとおり

不可（町長の特別許
可制）

有料・減免可 区分なし 全て無料
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（別紙２）町民等の使用する施設等の取り扱い方針案

町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他

使用の可否 使用料の徴収 使用の可否 使用料の徴収

施設の所在地
使用できるものと使用料

南部町での方針案
条例の規定 運用状況

西伯町 会見町
使用の可否 使用料の徴収

整理
№

新町における施設使用
関係の例規名称（仮）

施設の名称
細分がある場合、
個別施設の名称

呼称（愛称・通称等） 現行条例上の名称

41
南部町バンガローの設置
及び管理に関する条例

虹の村バンガロー 西伯町バンガロー ○

42
南部町ふれあい広場緑水
湖オートキャンプ場の設
置及び管理に関する条例

緑水湖オートキャン
プ場

西伯町ふれあい広場
緑水湖オートキャン
プ場

43 プラザ西伯
西伯町農村環境改善
センター

○

44
農村環境改善セン
ター

会見町農村環境改善
センター

○

45 北方農村公園

46 阿賀農村公園

47 福成農村公園

48 原農村公園

49 能竹農村公園

50 若草公園 可

51 高姫公園 可

52 市山公園 可

53 寺内公園 可

54 田住公園 可

55 御内谷公園 可

56 朝金公園 可

57 池野公園 可

58 鶴田公園 可

59 直販所

60
法勝寺集落活性化
施設

61
南部町自然休養村管理セ
ンター緑水園の設置及び
管理に関する条例

緑水園
西伯町自然休養村管
理センター緑水園

○

62
南部町健康増進施設の設
置及び管理に関する条例

レークサイドアリー
ナ

西伯町健康増進施設 ○

63
南部町農業者トレ一ニン
グセンターの設置及び管
理に関する条例

農業者トレーニング
センター

農業者トレーニング
センター

○ 可

64
南部町農林体験実習館の
設置及び管理に関する条
例

こもれび工房
西伯町農林体験実習
館

○

現行の通り、区分を設けず、目的
内使用は無料とし、他は有料とす
る。

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし
区分なし・有料・減免可・農業者
は免除

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、目的
内使用は無料とし、他は有料とす
る。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり
南部町活性化施設の設置
及び管理に関する条例

○

全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

南部町農村公園（旧会見
町農村公園）の設置及び
管理に関する条例

会見町農村公園 ○

不可（町長の特別許
可制）

無料 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする

全て可とする 全て無料とする

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

全て可とする
現行の通り、区分を設けず、目的
内使用は無料とし、他は有料とす
る。

南部町農村公園（旧西伯
町農村公園）の設置及び
管理に関する条例

農村公園

西伯町農村公園 ○

規定なし 規定なし 条例のとおり

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

南部町農村環境改善セン
ターの設置及び管理に関
する条例

区分なし
無料・農業者・公共（的）団体以
外は有料・減免可

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、目的
内使用は無料とし、他は有料とす
る。

区分なし 無料・営利目的は有料・減免可 条例のとおり

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。
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（別紙２）町民等の使用する施設等の取り扱い方針案

町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他

使用の可否 使用料の徴収 使用の可否 使用料の徴収

施設の所在地
使用できるものと使用料

南部町での方針案
条例の規定 運用状況

西伯町 会見町
使用の可否 使用料の徴収

整理
№

新町における施設使用
関係の例規名称（仮）

施設の名称
細分がある場合、
個別施設の名称

呼称（愛称・通称等） 現行条例上の名称

65
会見町宮前農機具
格納庫

農業者等 不可 不可 無料 - - 農業者等 不可 不可 無料 - -

66
会見町宮前共同作
業出荷所

農業者等 不可 不可 無料 - - 農業者等 不可 不可 無料 - -

67
南部町植物無菌培養施設
の設置及び管理に関する
条例

培養施設
会見町植物無菌培養
施設培養施設

○

68
南部町農産物加工施設の
設置及び管理に関する条
例・規則

めぐみの里
西伯町農産物加工施
設

○

69
南部町地域農産物加工施
設の設置及び管理に関す
る条例

えぷろん
会見町地域農産物加
工施設

○ 可

70
南部町大豆加工所の設置
及び管理に関する条例

大豆加工所 西伯町大豆加工所 ○

71
南部町農産物直売所の設
置及び管理に関する条例

農産物直売所 西伯町農産物直売所 ○

72
南部町林業者等休養福祉
施設の設置及び管理に関
する条例

緑水園別館
西伯町林業者等休養
福祉施設

○

73
南部町森林総合利用促進
施設の設置及び管理に関
する条例

森林公園レストハウ
ス等

西伯町森林総合利用
促進施設

○

76 中央公民館 西伯町中央公民館 公民館

77 天津地区公民館

78 大国地区公民館

79 法勝寺地区公民館

80 上長田地区公民館

81 東長田地区公民館

82 東西町地区公民館

83 会見町立公民館 ○

○

区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

南部町公民館使用料条例

○

区分なし

地区館

区分なし

区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

全て無料とする

区分なし
区分なし・有料・減免可・公共
（的）団体は無料

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、公共的団体は無料で、
必要に応じて減免措置をする。

規定なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 無料 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

不可（町長の特別許
可制）

区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする

全て可とする 全て無料とする

区分なし 区分なし・有料 条例のとおり 全て可とする 全て有料とする

条例のとおり

条例のとおり

区分なし 無料 条例のとおり

南部町農林業同和対策事
業に係る共同利用施設条
例

共同利用施設
農林業同和対策事業
に係る共同利用施設
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（別紙２）町民等の使用する施設等の取り扱い方針案

町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他

使用の可否 使用料の徴収 使用の可否 使用料の徴収

施設の所在地
使用できるものと使用料

南部町での方針案
条例の規定 運用状況

西伯町 会見町
使用の可否 使用料の徴収

整理
№

新町における施設使用
関係の例規名称（仮）

施設の名称
細分がある場合、
個別施設の名称

呼称（愛称・通称等） 現行条例上の名称

84 西伯小学校 西伯小学校

85 法勝寺中学校 法勝寺中学校

86 会見小学校 会見小学校

87 会見第二小学校 会見第二小学校

88 南部中学校 南部中学校

89
南部町立図書館の設置及
び管理に関する条例

図書館 西伯町立図書館 ○

90
南部町歴史民俗資料館の
設置及び管理に関する条
例

西伯町歴史民俗資料
館

91
南部町板祐生記念館の設
置及び管理に関する条例

西伯町板祐生記念館

92
南部町立青年の家の設置
及び使用料に関する条例

西伯青年の家 西伯町立青年の家 ○

93

南部町立東西町コミュニ
ティセンターニュータウ
ン会館の設置及び管理に
関する条例

東西町コミュニ
ティーセンター

東西町コミュニ
ティーセンター

○

94
南部町立ふるさと交流セ
ンターの設置及び管理に
関する条例

ふるさと交流セン
ター

ふるさと交流セン
ター

○

95
南部町立おおくに田園ス
クエアの設置及び管理に
関する条例

おおくに田園スクエ
ア

おおくに田園スクエ
ア

○

○

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、公共的団体・目的内使用
は無料とする。

区分なし
区分なし・有料・設置目的内使
用及び公共的使用は無料

条例のとおり 全て可とする

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、公共的団体・目的内使用
は無料とする。

区分なし
区分なし・有料・設置目的内使
用及び公共的使用は無料

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、公共的団体・目的内使用
は無料とする。

区分なし
区分なし・有料・設置目的内使
用及び公共的使用は無料

条例のとおり 全て可とする

条例のとおり

全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可 条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

全て無料とする

祐生出会いの館

区分なし 区分なし・有料・減免可

条例のとおり

全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし 区分なし・有料・減免可

規定なし 規定なし

条例のとおり

全て可とする

区分なし・有料・減免可

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

区分なし・有料・減免可

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、必要に応じて減免措置を
する。

南部町学校施設使用条例

○ 区分なし

○ 区分なし
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（別紙２）町民等の使用する施設等の取り扱い方針案

町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他 町民 町民外 その他

使用の可否 使用料の徴収 使用の可否 使用料の徴収

施設の所在地
使用できるものと使用料

南部町での方針案
条例の規定 運用状況

西伯町 会見町
使用の可否 使用料の徴収

整理
№

新町における施設使用
関係の例規名称（仮）

施設の名称
細分がある場合、
個別施設の名称

呼称（愛称・通称等） 現行条例上の名称

98 町営グラウンド
西伯町営総合グラウ
ンド

○

99 町民野球場 会見町民野球場 町民野球場
５２０円・
減免可

1,050円・
減免可

町内・町
外混合７
８０円・減
免可

混合は適用
せず、町民・
町外のいず
れか多い方

の区分を適用

５２０円・減
免可

1,050円・減
免可

使用者中
町民・町外
のいずれ
か人数が
多い方の
区分を適

用

100 夜間照明施設 5,250円 10,500円
町内・町
外混合
7,870円

混合は適用
せず、町民・
町外のいず
れか多い方

の区分を適用

5,250円 10,500円

使用者中
町民・町外
のいずれ
か人数が
多い方の
区分を適

用

101 町民運動場 会見町民運動場 規定なし ７８０円
町内・町
外混合５
２０円

混合は適用
せず、町民・
町外のいず
れか多い方

の区分を適用

無料 ７８０円

使用者中
町民・町外
のいずれ
か人数が
多い方の
区分を適

用

102 金田ゲートボール場
会見町金田ゲート
ボール場

103 越敷野町民運動場
会見町越敷野町民運
動場

74 東長田山村広場
西伯町東長田山村広
場

○

75
東長田ふれあいセン
ター

西伯町東長田山村交
流施設ふれあいセン
ター

○

104 天津運動公園 天津運動公園 ○
可（団体
含む。）

不可 不可 可 不可 不可

105 町立体育館 西伯町体育館 ○

96
おおくに田園スクエ
ア農山村広場

おおくに田園スクエ
ア農山村広場

○

97
おおくにコミュニ
ティ運動施設

おおくにコミュニ
ティ運動施設

○ 免除
町内企業
勤労者は
免除

公用・公
益目的使
用は教委
の認定で
免除

免除
町内企業
勤労者は
免除

公用・公益
目的使用
は教委の
認定で免
除

106 野球場

高校生以
上1,050
円、中学
生以下無
料、減免
有り

高校生以
上2,100
円、中学
生以下
1,050円、
減免有り

混合の場
合は按
分、営利
目的は倍
額

107 庭球場

高校生以
上310円、
中学生以
下100円、
減免有り

高校生以
上520円、
中学生以
下310円、
減免有り

混合の場
合は按
分、営利
目的は倍
額

108 ゲートボール場 無料
１００円、
減免有り

混合の場
合は按
分、営利
目的は倍
額

現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、公共的団体は無料で、
必要に応じて減免措置をする。

全て可とする

全て可とする

全て無料とする

全て無料とする

全て無料とする

全て可とする

全て可とする

全て可とする

全て可とする

条例のとおり

条例のとおり

条例のとおり

条例のとおり条例のとおり

○

区分なし

区分なし

区分なし

区分なし

区分なし

条例のとおり

区分なし 条例のとおり

区分なし 条例のとおり

条例のとおり

条例のとおり

全て可とする
現行の通りの区分とし、必要に応じ
て減免措置をする。

カントリーパーク
西伯町営西伯カント
リーパーク

○

区分なし

区分なし

条例のとおり
現行の通りの区分とし、必要に応じ
て減免措置をする。

全て可とする
現行の通りの区分とし、必要に応じ
て減免措置をする。

全て無料とする

区分なし
区分なし・有料・公用及び公益
目的使用は減免可

条例のとおり 全て可とする
現行の通り、区分を設けず、原則
有料とし、公共的団体・目的内使用
は無料とする。

規定なし 条例のとおり

区分なし 全て可とする

規定なし

区分なし・有料・減免可・設置目
的内使用及び公共的使用は無
料

条例のとおり

条例のとおり

全て無料とする

区分なし 全て可とする

規定なし 全て可とする

条例のとおり

条例のとおり

全て可とする

区分なし 規定なし 条例のとおり 全て可とする 全て無料とする

規定なし

規定なし

規定なし

南部町体育施設条例
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